
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  いつもお世話になっております。 

朝夕はまだ冷え込みますが、日差しは春めいてまいりました。 

皆様にはお変わりございませんでしょうか。  

事務所便り 3月号      

◆マスク購入費用は医療費控除の対象？ 

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関し

て、申告や納税などの税務上の取扱いに関する

FAQ を令和 2 年 3 月から公開していますが、現

在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説

明をしています。 

 今年の確定申告で、医療費控除を申告する方

の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対

象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃ

るかと思いますが、この問いに関しては FAQ の

中で「No」という回答を出しています。 

 

◆医療費控除の定義 

 医療費控除の対象となる医療費は、 

1. 医師等による診療や治療のために支払った 

費用 

2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用と 

定義されています。 

 マスクの購入費用については「病気の感染予

防を目的に着用するもの」であるから、治療や

療養のための費用ではないため、医療費控除の

対象にはならないのです。 

◆オンライン診療の諸費用は？ 

 オンライン診療に係る費用についても回答が

あります。オンライン診療料やオンラインシス

テム利用料については、「診療に直接必要な費用

に該当する」ので、医療費控除の対象になりま

す。 

 ただし、「医薬品の配送料」については、治療

に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、

医療費控除の対象になりません。 

 

◆PCR検査費用は？ 

 医師の判断により PCR 検査を受けた場合、こ

の費用は医療費控除の対象になります。ただし、

医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現

状、医師の判断による PCR 検査は原則公費負担

によって行われるため、このケースで医療費控

除の対象になる費用が出ることは非常にまれで

す。 

 「感染していないことを明らかにするための

PCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関

しては、医療費控除の対象となりません。ただ

し、検査の結果「陽性」であることが判明し、引

き続き治療を行う場合には、その検査は治療に

先立って行われる診察と同様に考えることがで

きるので、医療費控除の対象となります。 

 新型コロナウイルス感染症と医療費控除  

令和 3年 3月 20日 



 

 

相続した土地で駐車場を営む個人事業主が、

土地活用の方針を決めるにあたり、隣地地権者

と土地境界の測量を行い、その後、自身で活用

する見込みがなくなり、当該土地の売却に転じ

た場合、測量費は譲渡所得の計算上譲渡費用を

構成するでしょうか。 

 

◆譲渡費用に該当するには 

 所得税法では、譲渡費用の範囲を 

①資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、 

運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他 

当該譲渡のために直接要した費用 

②借家人等を立ち退かせるための立退料、土

地の上にある建物等の取壊費用、既に売買契約

を締結したが更に有利な条件で他に譲渡するた

め当該契約を解除した際生じる違約金、その他

譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支

出した費用としています。 

 売却方針決定前に支出した測量費が譲渡のた

め直接要した費用に該当するかは、例えば不動

産仲介会社に土地売却の意思を伝え、媒介契約

を締結して売却活動に入り、買主が見つかり売

買契約の中で境界確定が条件とされ引渡しに至

れば要件を充たすものと思われます。 

 

◆取得費または維持管理費となるとき 

 また譲渡資産の修繕費、固定資産税その他そ

の資産の維持管理費用は、譲渡費用に含まれず、

土地の測量費は各種所得金額の計算上必要経費

に算入されたものを除き、土地の取得費に算入

するとされています。 

売却方針が定まらない場合には、測量費を取

得費とするか、アパート賃貸への転用、駐車場

の継続等を想定して隣地との紛争予防をはかる

ため不動産所得の必要経費（維持管理費）とす

ることが考えられます。 

 

◆概算取得費に注意する 

 相続で取得した土地を譲渡する際、土地の取

得価額が不明であれば、概算取得費として土地

譲渡代金の５％相当額を控除することができま

す。 

 ただ、概算取得費を計上する場合、測量費な

ど支出した取得費は、譲渡所得金額の計算上、

控除できなくなりますので測量費を取得費とす

る場合は注意が必要です。 

 確定申告期限までに売却方針が決まらないと

き測量費を維持管理費か取得費とするかを含め

状況に応じた判断が求められます。 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所 

http://www.tasaka-tax.com/ 

 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.95～ 

 

 売却活動前の測量費  

日本で最初に靴を履いて

歩いた人は坂本龍馬！ 

司馬遼太郎の「竜馬が
ゆく」でその様子が描
かれている 


